
教育委員会定例会日程 

 

令和６年２月２１日 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 教育長諸報告 

 

４ 議案 

第１号議案 長岡京市教育委員会公告式規則の一部改正について 

第２号議案 令和６年度「学校教育の重点」及び「社会教育を推進するために」の 

      策定について 

 

５ 協議事項 

・令和５年度３月教育費補正について（非公開） 

 （教育総務課、学校教育課、生涯学習課、北開田児童館） 

 

６ 報告事項 

・令和６年度教育費予算について 

（全部署） 

・「新庁舎歴史資料展示室基本計画（案）」に係るパブリックコメントの実施について 

（文化財保存活用課） 

 

７ 主な行事・会議結果報告 

 

８ 次回定例会までの主な行事・会議予定 

 

９ 意見交換 

 

１０ 閉会 



第１号議案 

 

長岡京市教育委員会公告式規則の一部改正について 

 

長岡京市教育委員会公告式規則（昭和３１年長岡京市教育委員会規則第３号）

の一部を別紙のとおり改正することについて、教育委員会の議決を求める。  

 

 令和６年２月２１日提出 

 

          長岡京市教育委員会 

             教育長  西 村 文 則 

 

（提案理由） 

  規則等の公布の手続を見直すことにより、事務の効率化を図るため、規則

の一部を改正する必要があるので提案する。 

 

 

 

 



1/1 

長岡京市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

長岡京市教育委員会公告式規則（昭和３１年長岡京市教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（規則等の公布） （規則等の公布） 

第２条 【略】 第２条 【略】 

２ 規則等を公布するときは、番号、年月

日、公布の旨の前文及び教育長名を記入

しなければならない。 

２ 規則等を公布するときは、番号、年月

日、公布の旨の前文及び教育長名を記入

して、教育委員会教育長の印を押さなけ

ればならない。 

３ 【略】 ３ 【略】 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 



第２号議案 

 

令和６年度「学校教育の重点」及び「社会教育を推進するために」の 

策定について 

 

令和６年度「学校教育の重点」及び「社会教育を推進するために」を別紙の

とおり策定することについて、教育委員会の議決を求める。  

 

 令和６年２月２１日提出 

 

          長岡京市教育委員会 

             教育長  西 村 文 則 

 

（提案理由） 

  令和６年度「学校教育の重点」及び「社会教育を推進するために」を策定

する必要があるので提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育の重点 
令和６年度 

思いやりがあり、互いの違い

を認め助け合える人 
 

何事にも前向きに挑戦して

未来を拓く人 
 

幅広い視野と柔軟な思考力

を持つ人 

 

【目指す人間像】 

【英語（外国語活動・外国語）と国際理解教育の推進】 
・発達段階を踏まえた４技能の系統的な指導 
・ＡＬＴを活用したコミュニケーション能力の育成 

【読書活動の充実】  
・図書館司書の配置による図書館環境の整備と読書に関
する啓発活動 

【家庭における学習習慣の確立】 
・学校教育と家庭との連携による学習習慣・生活習慣の
形成 

②育ちと学びをつなぐ教育の推進 

【就学前・小学校・中学校の連携推進】 
・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共通の視点と
して、幼児教育と小学校教育をつなぐ「架け橋プログラ
ム」の作成・実施に向けた、関係者間連携の充実 
・学びたい生徒の希望にこたえる「学校選択制」の継続 

①道徳性を育む教育の推進 

【道徳教育の充実】 
・全教育活動を通した道徳教育の展開と「特別の教科 道
徳」の授業の充実 
・家庭や地域社会と一体となった道徳的実践力を促す環
境づくり 

【実態に即した生徒指導（学級経営等）】 
・発達支持的生徒指導・課題予防的生徒指導を重視した
学級経営や学級活動の充実（実践上の視点：①自己存
在感の感受 ②共感的な人間関係の育成 ③自己決定
の場の提供 ④安全・安心な風土の醸成） 
・非行防止教室などの活用及び家庭や地域社会との連携
の強化による規範意識の醸成、生活習慣の確立 
・SOS の出し方教育を含む自殺予防教育の推進 （養護
教諭やスクールカウンセラーと連携した取組） 

 

①主体的に学ぶ子どもの育成 

【主体的・対話的で深い学びを目指す授業づくり】 
・学習指導要領の理念に基づく教育活動の実践 
・体験的な活動や学び合い等、学び方や形態を工夫した
特色ある教育課程の編成 
・ICT 機器（１人１台端末等)を効果的に活用した教育の
充実 
・9年間を見通して学力向上を目指す小中連携の充実 
・探究的な学習、教科横断的な学習の充実 
・認知能力と非認知能力を一体的に育む教育の推進 

【教科学習の充実と指導方法の調査研究】 
・確かな学力の育成のための指導方法の工夫改善 
・学力状況の把握・分析を踏まえた授業改善、指導と評価
の一体化 
・全教科を通じた言語活動の充実(ことばの力の育成)  
・実験や体験・表現活動を取り入れた理数教育の充実 

【人権教育の充実】 
・あらゆる教育活動を通じた人権教育の推進と同和教育
上の残された課題の解決 
・実践的態度の育成を図る人権学習の推進と啓発活動
の展開 
・教職員等の人権意識を高め、実践力・指導力向上を図
る人権研修の充実 

②豊かな人間性を育む体験活動の推進 

【体験活動の充実】 
・学びや活動の成果を発表できる場の設定  
・市内の文化財等、地域における教育資源の活用 
・市・中学校部活動方針を踏まえた生徒が主体的に取り
組む部活動 

①健康教育・安全教育・食育の推進 

【健康教育の推進】 
・保健指導と保健管理の徹底(インフルエンザ・ノロウィル
ス・O157・新型コロナウィルス等の感染症及び熱中症等) 
・学校保健会議の充実 
・時代に即した性教育の充実 
・生活習慣病の予防や喫煙、薬物乱用等健康に関する現
代的課題について関係機関と連携した指導 

 

【安全教育（防犯・交通安全）及び防災教育の推進】 
・危機回避能力を育成し、自ら判断し、自ら行動する力を
身に付けるための安全教育・防災教育の計画的な実施 

【安全管理の充実】 
・危機管理マニュアル(危険等発生時対処要領)の検証 
・施設・設備の安全点検、安全指導及び教職員研修
等に関する学校安全計画の策定・実施 

 

重点１ 学力の充実・向上 

重点 2 心の教育の推進 

長岡京市教育委員会 

重点３ 健康・安全教育の推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特別支援教育の推進 

【特別支援教育の充実】 
・合理的配慮を踏まえた個別の教育支援計画等の作成と
活用 
・インクルーシブ教育の視点を踏まえた理解教育の充実 
・就学指導の充実 

【関係機関との連携による発達障がいなどの早期支援】 
・特別支援教育の推進体制の確立及び関係機関との連
携の推進 

【学校における指導体制及び学習環境の充実】 
・“ながおかきょうリンク・ブック”の普及と活用 
・特別支援コーディネーターを中心とした校内の指導体制
の確立と、通級指導教室の充実 

②教育的支援が必要な子どもへの相談・支援体制の充実 

【不登校児童生徒への支援】 
・不登校児童生徒の学びの場の確保、心の SOS の早期
発見等に係る取組の充実 
・本市教育支援センター「不登校研究部門」における研究
の成果を活用 

【いじめ問題等への対策】 
・いじめ防止対策推進委員会の定例化等、いじめ防止基
本方針を踏まえた組織的な対応、取組の充実 
・児童生徒の実態把握と分析および関係機関との連携に
よるいじめや虐待への迅速かつ適切な対応 

【相談・支援体制の整備】 
・児童生徒の思いを受け止める教育相談の充実 
・不登校やいじめ、虐待の未然防止・早期発見・早期対応
（児童生徒の実態把握と分析、組織的な教育相談活動
の充実、関係機関との連携） 

①キャリア教育の推進 

【キャリア教育の推進】 
・教科、校種を超え、将来を展望したキャリア教育の推進 
・地域と連携した体験的な学習や活動の充実 
・希望進路の実現を目指す学習指導の充実・学力の向上 
・児童生徒の思いに寄り添う進路相談の充実 

 
②グローバル化など社会の変化に対応した教育の推進 

【英語（外国語活動・外国語）と国際理解教育の推進】 
・異文化や異なる生活習慣を学び、多元的な価値観を尊
重する姿勢を育成 
・帰国児童生徒、外国人児童生徒への適切な対応 

 

【SDGsの視点での教育の推進】 
・各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間等、あら
ゆる教育活動における横断的指導・体験的学習、問題
解決的学習の推進 
・外部人材を活用した幅広い学びを支援 

【プログラミング教育・ICT を活用した教育の推進及び
情報活用能力の育成】 
・１人１台端末（タブレット)を活用した教育の充実と ICT
機器等の効果的な活用 
・プログラミング的思考（論理的思考力）を育むプログラ
ミング教育の推進 
・情報モラルやマナーについての指導強化（ソーシャルメ
ディア使用に対する指導の充実） 

①学習環境等の整備・充実 

【指導内容に対応した教材、備品の配備】 
・１人１台端末（タブレット)等をはじめ、学校が必要とする
備品、教材等の適切な配備 

【就学や進学に対する支援体制の充実】 
・就学支援制度や高校進学への支援制度の情報提供等
による家庭への経済的支援 

②教職員にとって働きがいのある環境づくり 

【持続可能な学校指導体制の環境整備】 

・各種業務の見直しにより、本来の仕事に取り組め、質の

高い教育実践に専念できる環境づくり 

 

①教職員の資質能力の向上 

【教職員研修事業】 
・ICTを活用した授業等、指導力向上を図る研修の充実 
・OJTによる若手教員の指導力向上を支援 
・公的教育関係機関による研修会への参加を支援 

②開かれた学校づくり 

【地域とともにある学校づくり】 
・学校運営協議会を活用した地域と一体となった特色あ
る学校づくりの推進 
・学校評価を活用した教育活動の充実・改善 

【外部人材等の活用】 
・教職員(学校)を支援する外部人材・地域資源の活用 

重点４ きめ細かな支援の充実 

重点 5 変化の激しい時代を生き抜く力を育む教育の推進 

重点６ 学びを支える環境の整備 

重点 7 よりよい学校づくりの推進 

【食育の推進と安全・安心な給食の提供】 
・学校給食を活用し、食に関する指導計画に基づく、食に
関する指導の充実 
・食中毒や食物アレルギーへの対応に努め、安全・安心で
栄養バランスの良い給食を提供（対応マニュアルに基づ
く適切な対応） 

 
 

②体力向上の取組の推進 

【学校体育・スポーツ活動の推進】 
・体育科授業及び体育的行事の充実(全国体力・運動能
力調査や新体力テストの結果の活用) 
・競技スポーツ、地域スポーツ行事への参加を支援 



                                                  R6の下線：変更点 

長岡京市教育委員会 学校教育の重点 新旧対照表（R5→R6） 

 令和5年度 令和6年度 

児
童
・
生
徒
像 

目指す人間像 

思いやりがあり、互いの違いを認め助け合える人 

何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人 

幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人 

 

目指す人間像 

思いやりがあり、互いの違いを認め助け合える人 

何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人 

幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人 

 

重
点
１ 

学
力
の
充
実
・
向
上 

①主体的に学ぶ子どもの育成 

【主体的・対話的で深い学びを目指す授業づくり】 

・学習指導要領の理念に基づく教育活動の実践 

・体験的な活動や学び合い等、学び方や形態を工夫した特色ある教育課程の編成 

・ICT機器（１人１台端末等)を効果的に活用した教育の充実 

・9年間を見通して学力向上を目指す小中連携の充実 

・探究的な学習、教科横断的な学習の充実 

・認知能力と非認知能力を一体的に育む教育の推進 

 

【教科学習の充実と指導方法の調査研究】 

・確かな学力の育成のための指導方法の工夫改善 

・学力状況の把握・分析を踏まえた授業改善、指導と評価の一体化 

・全教科を通じた言語活動の充実(ことばの力の育成)  

・実験や体験・表現活動を取り入れた理数教育の充実 

【英語（外国語活動・外国語）と国際理解教育の推進】 

・発達段階を踏まえた４技能の系統的な指導 

・ＡＬＴを活用したコミュニケーション能力の育成 

 

【読書活動の充実】  

・図書館司書の配置による図書館環境の整備と読書に関する啓発活動 

 

【家庭における学習習慣の確立】 

・学校教育と家庭との連携による学習習慣・生活習慣の形成 

②育ちと学びをつなぐ教育の推進 

【就学前・小学校・中学校の連携推進】 

・幼児期と児童期をつなぐ連携したアプローチカリキュラム及びスタートカリキュラムの作成、実施 

・非認知能力向上のための保幼小連携の充実  

・学びたい生徒の希望にこたえる「学校選択制」の継続 

 

①主体的に学ぶ子どもの育成 

【主体的・対話的で深い学びを目指す授業づくり】 

・学習指導要領の理念に基づく教育活動の実践 

・体験的な活動や学び合い等、学び方や形態を工夫した特色ある教育課程の編成 

・ICT機器（１人１台端末等)を効果的に活用した教育の充実 

・9年間を見通して学力向上を目指す小中連携の充実 

・探究的な学習、教科横断的な学習の充実 

・認知能力と非認知能力を一体的に育む教育の推進 

 

【教科学習の充実と指導方法の調査研究】 

・確かな学力の育成のための指導方法の工夫改善 

・学力状況の把握・分析を踏まえた授業改善、指導と評価の一体化 

・全教科を通じた言語活動の充実(ことばの力の育成)  

・実験や体験・表現活動を取り入れた理数教育の充実 

【英語（外国語活動・外国語）と国際理解教育の推進】 

・発達段階を踏まえた４技能の系統的な指導 

・ＡＬＴを活用したコミュニケーション能力の育成 

 

【読書活動の充実】  

・図書館司書の配置による図書館環境の整備と読書に関する啓発活動 

 

【家庭における学習習慣の確立】 

・学校教育と家庭との連携による学習習慣・生活習慣の形成 

②育ちと学びをつなぐ教育の推進 

【就学前・小学校・中学校の連携推進】 

・幼児期と児童期をつなぐ連携したアプローチカリキュラム及びスタートカリキュラムの作成、実施 

・学習指導要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針等を踏まえた保幼小連携の充実  

・学びたい生徒の希望にこたえる「学校選択制」の継続 

 

「長岡京市第2期教育振興基本計画」の基本理念として「心のふれあいを大切に、生きる力をはぐくむ、明日

の長岡京を創るしなやかな人づくり」のための「目指す人間像」として示されたものに統一ずるため 



                                                  R6の下線：変更点 

重
点
２ 

心
の
教
育
の
推
進 

①道徳性を育む教育の推進 

【道徳教育の充実】 

・全教育活動を通した道徳教育の展開と「特別の教科 道徳」の授業の充実 

・家庭や地域社会と一体となった道徳的実践力を促す環境づくり 

 

 

【実態に即した生徒指導（学級経営等）】 

・発達支持的生徒指導・課題予防的生徒指導を重視した学級経営や学級活動の充実（「居場所づく

り」「絆づくり」） 

・非行防止教室などの活用及び家庭や地域社会との連携の強化による規範意識の醸成、生活習慣

の確立 

・児童生徒の実態把握と分析および関係機関との連携によるいじめや虐待への迅速かつ適切な対

応 

 

【人権教育の充実】 

・あらゆる教育活動を通じた人権教育の推進と同和教育上の残された課題の解決 

・実践的態度の育成を図る人権学習の推進と啓発活動の展開 

・教職員等の人権意識を高め、実践力・指導力向上を図る人権研修の充実 

 

②豊かな人間性を育む体験活動の推進 

【体験活動の充実】 

・学びや活動の成果を発表できる場の設定  

・市内の文化財等、地域における教育資源の活用 

・市・中学校部活動方針を踏まえた生徒が主体的に取り組む部活動 

 

①道徳性を育む教育の推進 

【道徳教育の充実】 

・全教育活動を通した道徳教育の展開と「特別の教科 道徳」の授業の充実 

・家庭や地域社会と一体となった道徳的実践力を促す環境づくり 

 

 

【実態に即した生徒指導（学級経営等）】 

・発達支持的生徒指導・課題予防的生徒指導を重視した学級経営や学級活動の充実（実践上の視

点：①自己存在感の感受 ②共感的な人間関係の育成 ③自己決定の場の提供 ④安全・安心

な風土の醸成） 

・非行防止教室などの活用及び家庭や地域社会との連携の強化による規範意識の醸成、生活習慣

の確立 

・児童生徒の実態把握と分析および関係機関との連携によるいじめや虐待への迅速かつ適切な対

応→※重点４に移動 

・ SOS の出し方教育を含む自殺予防教育の推進（養護教諭やスクールカウンセラーと連携した

取組）※重点４から移動 

【人権教育の充実】 

・あらゆる教育活動を通じた人権教育の推進と同和教育上の残された課題の解決 

・実践的態度の育成を図る人権学習の推進と啓発活動の展開 

・教職員等の人権意識を高め、実践力・指導力向上を図る人権研修の充実 

 

②豊かな人間性を育む体験活動の推進 

【体験活動の充実】 

・学びや活動の成果を発表できる場の設定  

・市内の文化財等、地域における教育資源の活用 

・市・中学校部活動方針を踏まえた生徒が主体的に取り組む部活動 

重
点
３ 

健
康
・
安
全
教
育
の
推
進 

①健康教育・安全教育・食育の推進 

【健康教育の推進】 

・保健指導と保健管理の徹底(インフルエンザ・ノロウィルス・O157・熱中症・新型コロナウィル

ス感染症等) 

・学校保健会議の充実 

・時代に即した性教育の充実 

・生活習慣病の予防や喫煙、薬物乱用等健康に関する現代的課題について関係機関と連携した指

導 

 

【安全教育（防犯・交通安全）及び防災教育の推進】 

・危機回避能力を育成し、自ら判断し、自ら行動する力を身に付けるための安全教育・防災教育

の計画的な実施 

【安全管理の充実】 

・危機管理マニュアル(危険等発生時対処要領)の検証 

・施設・設備の安全点検、安全指導及び教職員研修等に関する学校安全計画の策定・実施 

 

【食育の推進と安全・安心な給食の提供】 

①健康教育・安全教育・食育の推進 

【健康教育の推進】 

・保健指導と保健管理の徹底(インフルエンザ・ノロウィルス・O157・熱中症・新型コロナウィル

ス感染症等) 

・学校保健会議の充実 

・時代に即した性教育の充実 

・生活習慣病の予防や喫煙、薬物乱用等健康に関する現代的課題について関係機関と連携した指

導 

 

【安全教育（防犯・交通安全）及び防災教育の推進】 

・危機回避能力を育成し、自ら判断し、自ら行動する力を身に付けるための安全教育・防災教育

の計画的な実施 

【安全管理の充実】 

・危機管理マニュアル(危険等発生時対処要領)の検証 

・施設・設備の安全点検、安全指導及び教職員研修等に関する学校安全計画の策定・実施 

 

【食育の推進と安全・安心な給食の提供】 
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・学校給食を活用し、食に関する指導計画に基づく、食に関する指導の充実 

・食中毒や食物アレルギーへの対応に努め、安全・安心で栄養バランスの良い給食を提供 

（対応マニュアルに基づく適切な対応） 

②体力向上の取組の推進 

【学校体育・スポーツ活動の推進】 

・体育科授業及び体育的行事の充実(全国体力・運動能力調査や新体力テストの結果の活用) 

・競技スポーツ、地域スポーツ行事への参加を支援 

 

・学校給食を活用し、食に関する指導計画に基づく、食に関する指導の充実 

・食中毒や食物アレルギーへの対応に努め、安全・安心で栄養バランスの良い給食を提供 

（対応マニュアルに基づく適切な対応） 

②体力向上の取組の推進 

【学校体育・スポーツ活動の推進】 

・体育科授業及び体育的行事の充実(全国体力・運動能力調査や新体力テストの結果の活用) 

・競技スポーツ、地域スポーツ行事への参加を支援 

 

重
点
４ 

き
め
細
か
な
支
援
の
充
実 

①特別支援教育の推進 

【特別支援教育の充実】 

・合理的配慮を踏まえた個別の教育支援計画等の作成と活用 

・インクルーシブ教育の視点を踏まえた理解教育の充実 

・就学指導の充実 

【関係機関との連携による発達障がいなどの早期支援】 

・特別支援教育の推進体制の確立及び関係機関との連携の推進 

【学校における指導体制及び学習環境の充実】 

・“ながおかきょうリンク・ブック”の普及と活用 

・特別支援コーディネーターを中心とした校内の指導体制の確立と、通級指導教室の充実 

 

②教育的支援が必要な子どもへの相談・支援体制の充実 

【いじめ問題等への対策】 

・いじめ防止対策推進委員会の定例化等、いじめ防止基本方針を踏まえた組織的な対応、取組の

充実 

・児童生徒の思いを受け止める教育相談の充実 

 

【教育的支援が必要な子どもへの支援体制整備】 

・不登校やいじめ、虐待の未然防止・早期発見・早期対応（児童生徒の実態把握と分析、組織的な

教育相談活動の充実、関係機関との連携） 

・不登校児童生徒の学習の場の設定、メンタルサポートの充実 

・自殺予防教育（援助希求的態度の育成）の推進 （養護教諭やスクールカウンセラーと連携し

た取組） 

 

①特別支援教育の推進 

【特別支援教育の充実】 

・合理的配慮を踏まえた個別の教育支援計画等の作成と活用 

・インクルーシブ教育の視点を踏まえた理解教育の充実 

・就学指導の充実 

【関係機関との連携による発達障がいなどの早期支援】 

・特別支援教育の推進体制の確立及び関係機関との連携の推進 

【学校における指導体制及び学習環境の充実】 

・“ながおかきょうリンク・ブック”の普及と活用 

・特別支援コーディネーターを中心とした校内の指導体制の確立と、通級指導教室の充実 

 

②教育的支援が必要な子どもへの相談・支援体制の充実 

【不登校児童生徒への支援】（新規） 

・不登校児童生徒の学習の場の設定、メンタルサポートの充実 

・不登校児童生徒の学びの場の確保、心のSOSの早期発見等に係る取組の充実（新規） 

・本市教育支援センター「不登校研究部門」における研究の成果を活用（新規） 

【いじめ問題等への対策】 

・いじめ防止対策推進委員会の定例化等、いじめ防止基本方針を踏まえた組織的な対応、取組の

充実 

・児童生徒の実態把握と分析および関係機関との連携によるいじめや虐待への迅速かつ適切な対

応 ※重点２より移動 

【相談・支援体制の整備】 

・児童生徒の思いを受け止める教育相談の充実 ※②より移動 

・不登校やいじめ、虐待の未然防止・早期発見・早期対応（児童生徒の実態把握と分析、組織的

な教育相談活動の充実、関係機関との連携） 

・自殺予防教育（援助希求的態度の育成）の推進 （養護教諭やスクールカウンセラーと連携し

た取組）※重点２へ移動 
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重
点
５ 

変
化
の
激
し
い
時
代
を
生
き
抜
く
力
を
育
む
教
育
の
推
進 

①キャリア教育の推進 

【キャリア教育の推進】 

・教科、校種を超え、将来を展望したキャリア教育の推進 

・地域と連携した体験的な学習や活動の充実 

・希望進路の実現を目指す学習指導の充実・学力の向上 

・児童生徒の思いに寄り添う進路相談の充実 

 

②グローバル化など社会の変化に対応した教育の推進 

【英語（外国語活動・外国語）と国際理解教育の推進】 

・異文化や異なる生活習慣を学び、多元的な価値観を尊重する姿勢を育成 

・帰国児童生徒、外国人児童生徒への適切な対応 

 

【SDGsの視点での教育の推進】 

・各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間等、あらゆる教育活動における横断的指導・体験

的学習、問題解決的学習の推進 

・外部人材を活用した幅広い学びを支援 

 

【プログラミング教育・ICTを活用した教育の推進及び情報活用能力の育成】 

・１人１台端末（タブレット)を活用した教育の充実とICT機器等の効果的な活用 

・プログラミング的思考（論理的思考力）を育むプログラミング教育の推進 

・情報モラルやマナーについての指導強化（ソーシャルメディア使用に対する指導の充実） 

 

①キャリア教育の推進 

【キャリア教育の推進】 

・教科、校種を超え、将来を展望したキャリア教育の推進 

・地域と連携した体験的な学習や活動の充実 

・希望進路の実現を目指す学習指導の充実・学力の向上 

・児童生徒の思いに寄り添う進路相談の充実 

 

②グローバル化など社会の変化に対応した教育の推進 

【英語（外国語活動・外国語）と国際理解教育の推進】 

・異文化や異なる生活習慣を学び、多元的な価値観を尊重する姿勢を育成 

・帰国児童生徒、外国人児童生徒への適切な対応 

 

【SDGsの視点での教育の推進】 

・各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間等、あらゆる教育活動における横断的指導・体験

的学習、問題解決的学習の推進 

・外部人材を活用した幅広い学びを支援 

 

【プログラミング教育・ICTを活用した教育の推進及び情報活用能力の育成】 

・１人１台端末（タブレット)を活用した教育の充実とICT機器等の効果的な活用 

・プログラミング的思考（論理的思考力）を育むプログラミング教育の推進 

・情報モラルやマナーについての指導強化（ソーシャルメディア使用に対する指導の充実） 

重
点
６ 

学
び
を
支
え
る
環
境
の
整
備 

①学習環境等の整備・充実 

【指導内容に対応した教材、備品の配備】 

・１人１台端末（タブレット)等をはじめ、学校が必要とする備品、教材等の適切な配備 

【就学や進学に対する支援体制の充実】 

・就学支援制度や高校進学への支援制度の情報提供等による家庭への経済的支援 

 

②教職員にとって働きがいのある環境づくり 

【持続可能な学校指導体制の環境整備】 

・各種業務の見直しにより、本来の仕事に取り組め「質の高い教育実践に専念できる」環境づくり 

①学習環境等の整備・充実 

【指導内容に対応した教材、備品の配備】 

・１人１台端末（タブレット)等をはじめ、学校が必要とする備品、教材等の適切な配備 

【就学や進学に対する支援体制の充実】 

・就学支援制度や高校進学への支援制度の情報提供等による家庭への経済的支援 

 

②教職員にとって働きがいのある環境づくり 

【持続可能な学校指導体制の環境整備】 

・各種業務の見直しにより、本来の仕事に取り組め「質の高い教育実践に専念できる」環境づくり 

重
点
７ 

よ
り
よ
い
学
校
づ

く
り
の
推
進 

①教職員の資質能力の向上 

【教職員研修事業】 

・ICTを活用した授業等、指導力向上を図る研修の充実 

・OJTによる若手教員の指導力向上を支援 

・公的教育関係機関による研修会への参加を支援 

 

②開かれた学校づくり 

【地域とともにある学校づくり】 

・学校運営協議会を活用した地域と一体となった特色ある学校づくりの推進 

①教職員の資質能力の向上 

【教職員研修事業】 

・ICTを活用した授業等、指導力向上を図る研修の充実 

・OJTによる若手教員の指導力向上を支援 

・公的教育関係機関による研修会への参加を支援 

 

②開かれた学校づくり 

【地域とともにある学校づくり】 

・学校運営協議会を活用した地域と一体となった特色ある学校づくりの推進 
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・学校評価を活用した教育活動の充実・改善 

【外部人材等の活用】 

・教職員(学校)を支援する外部人材・地域資源の活用 

・学校評価を活用した教育活動の充実・改善 

 

【外部人材等の活用】 

・教職員(学校)を支援する外部人材・地域資源の活用 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯を通じた、多様な学びによる豊かな人づくり、地域づくり 

 生涯を通じた多様な学びの充実と 
人権教育の推進  

文化・スポーツの振興と文化財の保存活用 

① 生涯を通じた学びの機会の充実 
 
いつでも、どこでも、誰でも、何度でも学ぶことので

きる機会の充実と、学んだことを生かして新たなチャレ
ンジができる社会の実現を目指します。学習情報の提供
や相談体制(生涯学習相談員)の充実など、様々な学習支
援を行います。  
公民館市民講座等開設事業 
・市民企画講座、少年少女発明クラブ、子育て講座、
熟年生き生き講座等 
中央生涯学習センター事業 
・夏休み・冬休み親子企画、バンビオライブ缶、文学
講座、３Ｄプリンター教室・講座等 

 
② 地域へ広がる学びへの支援  
市民の主体的な学びを支援するとともに、その成果を

地域の課題解決に生かすことができる環境づくりとそ
の充実を進め、「学び」と「活動」が循環する地域づくり
を推進します。  
社会教育推進事業 
・社会教育関係団体への支援 
公民館市民講座等開設事業 
・市民企画講座 
各種団体サークル等活動支援事業 
・サークルの施設利用促進、公サ連まつり等 
 

③ 人を育む読書活動の推進  
自ら読書に親しみ、進んで読書習慣を身に付けていけ

るように、子どもの読書活動を推進します。また、誰も
が生涯にわたって読書に親しむことができる環境を目
指し、取組を進めます。  
図書館サービスの推進・充実 
・乳幼児から大人まで、全ての年代に向けた読書啓発
のためのイベント、講演会、図書展示等の実施、本
の配送(アウトリーチ)サービス等 
読書活動の充実(小・中学校) 
・図書館司書の配置、読書啓発活動の推進等 
 

④ 人権教育・多様性への理解の推進  
基本的人権が守られ、多様性への理解のもと、一人一

人が個性と能力を発揮できる社会を目指し、様々な人権
問題について学ぶ機会の創出や課題を解決するための
学習活動を推進します。  
人権教育・啓発推進事業 
・人権問題研究市民集会、人権啓発作品募集、人権学
習会や研修会の実施 
人権教育の充実(小・中学校) 
・人権啓発標語やポスターの取組等 

① 文化・芸術の振興 
 
文化や芸術を学ぶことを通じて、豊かな地域づくりが
推進できる環境の整備とその活動の支援を推進します。
また、文化施設を活用し、優れた文化・芸術に親しむ機
会の充実を図ります。  
文化・芸術のまちづくり事業 
・長岡京芸術劇場、駅前広場コンサート等 
文化活動推進・支援事業 
・名月の宴、市民文化まつり、長岡京展、市民文化教
室、文化講座等 

 
②スポーツの振興  
いつでも、どこでも、誰でもスポーツを楽しめる生涯
スポーツ社会の実現を目指します。市民、各種団体との
連携を図りながら、スポーツ大会等の開催や総合型スポ
ーツクラブの支援により市民のスポーツに接する場や
機会の充実、体力の維持向上にむけた取組を支援しま
す。  
総合型地域スポーツクラブ推進事業 
・全小学校区での総合型地域スポーツクラブの設立 
スポーツ交流推進事業 
・若葉カップ全国小学生バドミントン大会、市民大運 
動会等 
スポーツ施設環境の整備 
・各施設の維持管理、市民のライフステージに応じた 
市民スポーツ活動の充実 
学校体育・スポーツ活動の推進(小・中学校) 
・体育の授業づくりの推進や地域人材の活用等 

 
③文化財の保存と活用  
地域の歴史文化の調査研究や展示、講演会等を通じ
て、文化財の価値や魅力をわかりやすく発信していきま
す。また、総合的・計画的な文化財の保存・活用を進め
ます。  
総合的な文化財保存活用の推進 
・文化財保存活用地域計画に基づく取組の推進（歴史 
文化めぐる。７つのものがたり事業など） 
・歴史講演会の開催 
・新庁舎での歴史資料の展示公開に向けた検討 
・「乙訓古墳群」の保存・整備、未調査の歴史資料の 
収集・調査・保存 

 

子どもを中心につながる地域の学びの場の推進 

家庭・地域・学校の 
連携・協働による教育の充実  

子どもを健全に育む場の充実 

① 地域ぐるみでの育成活動の推進 
 
学校を支援する地域組織等を通じて、子どもたちが地
域とふれあい、協力を得ながら成長していくことができ
るよう、学校・家庭・地域の連携・協働による取組を進
めます。また、学校運営協議会を、効果的・継続的な活
動となるよう引き続き支援していきます。  
地域見守り活動の推進 
・校区ごとのパトロールや安全・安心長岡京市子ども
絵画展の実施、たそがれコンサート、中学生とトー
ク等 
地域で支える中学校教育支援事業 
・地域コーディネーターの配置、ボランティアの活用
(授業支援、放課後の学習支援、部活動支援、図書ボ
ランティア等) 

 
② 家庭教育への支援の充実  
家庭の教育力を高めるため、発達段階に応じた子ども
のしつけや教育を行うことができるよう、家庭が果たす
べき役割や子育てについて学ぶ講座の充実や、親(保護
者)が学べる場を充実します。また、親(保護者)が抱える
不安や悩みに対応し、相談の場づくりや情報提供を充実
させるとともに、地域の中に子育てを通じた交流の場を
つくり、子育て家庭が孤立しないよう地域での子育て支
援に取り組みます。  
家庭教育に関する学びの機会の充実 
・親(保護者)が学ぶ機会の充実や情報提供の推進 
教育に関する保護者相談体制の充実 
・教育支援センターにおける教育相談の充実、相談体 
制の充実、相談窓口の周知 
児童館子どもの居場所づくり事業 
・子育てサロンの実施 
家庭における学習習慣の確立 
・家庭との連携による取組 

① 放課後児童対策の充実 
 
放課後における子どもたちの安全・安心な居場所であ
るとともに、就労等により昼間、保護者が家庭にいない
児童が生活や遊びを通して自主性、社会性、創造性を培
うことができる場として、充実を図ります。  
放課後児童クラブ育成事業 
・家庭に代わる生活の場の確保及び児童の健全な育成
の推進 

 ・保育施設の拡充等のサービス内容の充実 
 ・保護者の仕事と子育ての両立の支援 
 

② 体験・交流の場の充実  
家庭ではできない貴重な体験やふれあいの場をつく
ることを通じて地域の協力者との連携を促進するとと
もに、児童館における集団での遊びのなかで子どもたち
の協調性等を育むなど、地域における様々な体験・交流
の視点をもった事業の充実を図ります。  
すくすく教室推進事業 
・学校や地域、家庭が一体となった子どもの安全・安
心な居場所の確保 
・放課後や週末などの活動拠点を創出し、学習やスポ
ーツ、文化活動などの取組の推進 
・放課後児童育成事業との連携 
児童館子どもの居場所づくり事業(子どもの遊び場 
等) 
・児童館事業の充実 
・児童館施設利用者のニーズに沿った運営 

 

人口減少や高齢化をはじめとする多様な課題の顕在化や、急速な社会経済環境の変

化に対応していくとともに、本市の魅力や特色を改めて見つめ直し、その維持発展に取り

組みます。そのため、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、一人一人の生涯にわたる学びを支援し

市民がつながる地域づくりを促進することに加え、地域の持続的発展を支える取組の推

進に努めます。 

令和６年度 長岡京市教育委員会 

 

基 本 理 念  心のふれあいを大切に 生きる力をはぐくむ 

明日の長岡京を創る しなやかな人づくり 
 

目指す人間像  思いやりがあり、互いの違いを認め合い助け合える人 

何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人 

幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人 

長岡京市第２期教育振興基本計画 

 

学校教育 

社会教育 

家庭教育 

市民相互がつながる 

地域づくり 

生 涯 学 習 

生涯学習は、家庭教育・学校教育・社会教育の

すべての学習を含んでおり、生涯にわたる学習活動

のことを指します。 

何かをきっかけに、何かを学びたいと思ったとき、

「いつでも」「どこでも」「誰でも」「何度でも」学ぶ

ことができるという環境が保障され、さらにその成果

を適切に生かすことができる社会が、生涯学習社

会です。 

案 



「社会教育を推進するために」 新旧対照表 

 

●P1  

令和５年度  

長岡京市教育委員会  

社会教育を推進するために  
人口減少や高齢化をはじめとする多様な課題
の顕在化や、急速な社会経済環境の変化に対
応していくとともに、本市の魅力や特色を改
めて見つめ直し、その維持発展に取り組みま
す。そのため、 SDGｓの視点を取り入れ、一
人一人の生涯にわたる学びを支援し、市民が
つながる地域づくりを促進することに加え、
地域の持続的発展を支える取組の推進に努め
ます。  

令和６年度  

 

 

 

 

生涯を通じた、多様な学びによる豊かな人づく
り、地域づくり  
 

生涯を通じた学びの機会の充実と人権教育の推進  

 

①  生涯を通じた学びの機会の充実  

いつでも、どこでも、誰でも、何度でも学ぶこと

のできる機会の充実と、学んだことを生かして新

たなチャレンジができる社会の実現を目指しま

す。学習情報の提供や相談体制 (生涯学習相談員 )

の充実など、様々な学習支援を行います。  

  

公民館市民講座等開設事業  

・市民企画講座、少年少女発明クラブ、子育て講

座、熟年生き生き講座等  

中央生涯学習センター事業  

・夏休み・冬休み親子企画、バンビオライブ缶、

文学講座、３Ｄプリンター教室・講座等  

 

②  地域へ広がる学びへの支援  

市民の主体的な学びを支援するとともに、その成

果を地域の課題解決に生かすことができる環境

づくりとその充実を進め、「学び」と「活動」が循

環する地域づくりを推進します。  

 

社会教育推進事業  

・社会教育関係団体への支援  

公民館市民講座等開設事業  

・市民企画講座  

各種団体サークル等活動支援事業  

・サークルの施設利用促進、公サ連まつり等  

 

③  人を育む読書活動の推進  

自ら読書に親しみ、進んで読書習慣を身に付けて

いけるように、子どもの読書活動を推進します。

また、誰もが生涯にわたって読書に親しむことが

できる環境を目指し、取組を進めます。  

 

図書館サービスの推進・充実  

・乳幼児から大人まで、全ての年代に向けた読書

啓発のためのイベント、講演会、図書展示等の

実施、本の配送 (アウトリーチ )サービス等  

読書活動の充実 (小・中学校 ) 

・図書館司書の配置、読書啓発活動の推進等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年度 令和６年度 



「社会教育を推進するために」 新旧対照表 

 

④  人権教育・多様性への理解の推進  

基本的人権が守られ、多様性への理解のもと、一

人一人が個性と能力を発揮できる社会を目指し、

様々な人権問題について学ぶ機会の創出や課題

を解決するための学習活動を推進します。  

 

人権教育・啓発推進事業  

・人権問題研究市民集会、人権啓発作品募集、人

権学習会や研修会の実施  

人権教育の充実 (小・中学校 ) 

・人権啓発標語やポスターの取組等  

 

文化・スポーツの振興と文化財の保存活用  

 

①  文化・芸術の振興  

文化や芸術を学ぶことを通じて、豊かな地域づく

りが推進できる環境の整備とその活動の支援を

推進します。また、文化施設を活用し、優れた文

化・芸術に親しむ機会の充実を図ります。  

 

文化・芸術のまちづくり事業  

・長岡京芸術劇場、駅前広場コンサート等  

文化活動推進・支援事業  

・名月の宴、市民文化まつり、長岡京展、市民文

化教室、文化講座等  

 

②  スポーツの振興  

いつでも、どこでも、誰でもスポーツを楽しめる

生涯スポーツ社会の実現を目指します。市民、各

種団体との連携を図りながら、スポーツ大会等の

開催や総合型スポーツクラブの支援により市民

のスポーツに接する場や機会の充実、体力の維持

向上にむけた取組を支援します。  

 

総合型地域スポーツクラブ推進事業  

・全小学校区での総合型地域スポーツクラブの設    

 立  

スポーツ交流推進事業  

・若葉カップ全国小学生バドミントン大会、市民

大運動会等  

スポーツ施設環境の整備  

・各施設の維持管理、市民のライフステージに応

じた市民スポーツ活動の充実  

学校体育・スポーツ活動の推進 (小・中学校 ) 

・体育の授業づくりの推進や地域人材の活用等  

 

③  文化財の保存と活用  

地域の歴史文化の調査研究や展示、講演会等を通

じて、文化財の価値や魅力をわかりやすく発信し

ていきます。また、総合的・計画的な文化財の保

存・活用を進めます。  

 

総合的な文化財保存活用の推進  

・文化財保存活用地域計画に基づく取組の推進

（歴史文化めぐる。７つのものがたり事業な

ど）  

・歴史講演会の開催  

・新庁舎での歴史資料の展示公開に向けた検討  

・「乙訓古墳群」の保存・整備、未調査の歴史資料

の収集・調査・保存  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



「社会教育を推進するために」 新旧対照表 

●P2  

子どもを中心につながる地域の学びの場の推
進  
 

家庭・地域・学校の連携・協働による教育の充実  

 

①  地域ぐるみでの育成活動の推進  

学校を支援する地域組織等を通じて、子どもたち

が地域とふれあい、協力を得ながら成長していく

ことができるよう、学校・家庭・地域の連携・協

働による取組を進めます。また、新たに設置した

学校運営協議会を、効果的・継続的な活動となる

よう引き続き支援していきます。  

 

地域見守り活動の推進  

・校区ごとのパトロールや安全・安心長岡京市子

ども絵画展の実施、たそがれコンサート、中学

生とトーク等  

地域で支える中学校教育支援事業  

・地域コーディネーターの配置、ボランティアの

活用(授業支援、放課後の学習支援、部活動支援、

図書ボランティア等 ) 

 

②  家庭教育への支援の充実  

家庭の教育力を高めるため、発達段階に応じた子  

どものしつけや教育を行うことができるよう、家  

庭が果たすべき役割や子育てについて学ぶ講座  

の充実や、親 (保護者)が学べる場を充実します。  

また、親(保護者 )が抱える不安や悩みに対応し、  

相談の場づくりや情報提供を充実させるととも  

に、地域の中に子育てを通じた交流の場をつく  

り、子育て家庭が孤立しないよう地域での子育て  

支援に取り組みます  

 

家庭教育に関する学びの機会の充実  

・親(保護者 )が学ぶ機会の充実や情報提供の推進  

教育に関する保護者相談体制の充実  

・教育支援センターにおける教育相談の充実、相

談体制の充実、相談窓口の周知  

児童館子どもの居場所づくり事業  

・子育てサロンの実施  

家庭における学習習慣の確立  

・家庭との連携による取組  

 

子どもを健全に育む場の充実  

 

①  放課後児童対策の充実  

放課後における子どもたちの安全・安心な居場所

であるとともに、就労等により昼間、保護者が家

庭にいない児童が生活や遊びを通して自主性、社

会性、創造性を培うことができる場として、充実

を図ります。  

 

放課後児童クラブ育成事業  

・家庭に代わる生活の場の確保及び児童の健全な

育成の推進  

・保育施設の拡充等のサービス内容の充実  

・保護者の仕事と子育ての両立の支援  

 

②  体験・交流の場の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新たに設置した学校運営協議会を、効果的・継続

的な活動となるよう引き続き支援していきます。 

（設置より２年が経過するため、削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「社会教育を推進するために」 新旧対照表 

家庭ではできない貴重な体験やふれあいの場を

つくることを通じて地域の協力者との連携を促

進するとともに、児童館における集団での遊びの

なかで子どもたちの協調性等を育むなど、地域に

おける様々な体験・交流の視点をもった事業の充

実を図ります。  

 

すくすく教室推進事業  

・学校や地域、家庭が一体となった子どもの安全・

安心な居場所の確保  

・放課後や週末などの活動拠点を創出し、学習や

スポーツ、文化活動などの取組の推進  

・放課後児童育成事業との連携  

児童館子どもの居場所づくり事業 (子どもの遊

び場等) 

・児童館事業の充実  

・児童館施設利用者のニーズに沿った運営  

 

社会教育・学校教育・家庭教育の関係図  
 

生涯学習は、家庭教育・学校教育・社会教育のす

べての学習を含んでおり、生涯にわたる学習活動の

ことを指します。  

何かをきっかけに、何かを学びたいと思ったと

き、「いつでも」「どこでも」「誰でも」「何度でも」

学ぶことができるという環境が保障され、さらにそ

の成果を適切に生かすことができる社会が、生涯学

習社会です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡京市第２期教育振興基本計画  
 
基本理念  

心のふれあいを大切に  生きる力をはぐくむ  

明日の長岡京を創る  しなやかな人づくり  

 

目指す人間像  

◆思いやりがあり、互いの違いを認め合い助け合

える人  

◆何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人  

◆幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【報告事項】 

 

・令和６年度教育費予算について 

（全部署） 

 

・「新庁舎歴史資料展示室基本計画（案）」に係るパブリックコメントの実施に

ついて 

（文化財保存活用課） 

 

 



令和6年度　　　予　算　総　括　表 教育委員会

（単位：千円）

5年度当初予算
額①

6年度当初予算
要求額

6年度査定後
予算額②

差引額②－①

22,847 75,067 55,440 32,593

147,596 163,086 164,868 17,272

297,729 231,214 233,059 -64,670

60,667 9,794 9,794 -50,873

10,342 54,971 63,951 53,609

28,211 22,999 22,999 -5,212

111 90 90 -21

0 0 0 0

19,884 15,805 15,805 -4,079

587,387 573,026 566,006 -21,381

図書館

北開田児童館

合　　　　　計

教育支援センター

中央公民館

文化・スポーツ振興課

文化財保存活用課

生涯学習課

　　[歳　入]　

課　名

教育総務課

学校教育課

 1



令和6年度　　　予　算　総　括　表 教育委員会

（単位：千円）

5年度当初予算
額①

6年度当初予算
要求額

6年度査定後
予算額②

差引額②－① 主な増減理由

2,614,896 1,668,117 1,476,829 -1,138,067
・長四小の新校舎完成
・長九小の新給食室完成
・中学校体育館等空調新設工事
・長三小再整備工事基本設計経費

1,225,391 1,249,676 1,145,032 -80,359
・サーバ等借上の契約満了
・長四小再整備関連費用(庁用
等備品配備等が概ね完了)

530,260 433,873 450,030 -80,230

・長四小クラブ建替に係る本体工事の完
了
・中央生涯学習センター椅子更新の完
了
・二十歳の祝典の一部制実施

402,174 301,381 290,438 -111,736 ・西山公園体育館LED化工事
・スポーツセンター耐震化等工事

83,069 137,483 133,426 50,357 ・乙訓古墳群 井ノ内稲荷塚古墳
の一部購入費の計上

123,292 88,526 79,047 -44,245
・エレベーター改修工事等の臨
時経費がないため
・光熱水費等の高騰が見込みよ
り下回ったため

103,927 64,395 61,259 -42,668
・エレベーター改修工事（２基）の
完了
・光熱水費等の高騰が予想を下
回ったため

12,545 18,685 22,954 10,409
・不登校支援員の報酬
・アゼリア小学部の修繕・備品
・旧キッズスクエア跡地利用拡充
・阪大包括連携協定の委託料

69,198 54,169 52,678 -16,520
空調設備改修工事及び監理業
務委託、建具等改修工事実施設
計業務委託等の増

5,164,752 4,016,305 3,711,693 -1,453,059

* 正規職員等の人件費を除く

　　[歳　出]　

合　　　　　計

北開田児童館

教育支援センター

図書館

文化財保存活用課

中央公民館

課　名

教育総務課

生涯学習課

文化・スポーツ振興課

学校教育課

 2



 

「新庁舎歴史資料展示室基本計画（案）」に関するパブリックコメントの実施について 

 

令和６年３月１日 

                          長岡京市教育委員会文化財保存活用課 

 

長岡京市では、平成９年（1997）『長岡京市史』全７冊の刊行以降、公共施設等の再編整備のなかで

新たな博物館施設の建設を模索してきました。平成 25年（2013）には基本構想を策定して検討を進め

ましたが、経済状況や社会構造、価値観の変化のなかで、その実現には至っていませんでした。 

他方、市役所本庁舎の建て替え工事の検討が進む中で導入機能の一つとして「観光・歴史展示コー

ナー」の設置が議論の俎上に載せられ、市役所新庁舎（２期）内に歴史資料展示室を整備することとなり

ました。 

この度、（仮称）長岡京市ふるさと資料館基本構想を具現化するものとして、整備に向けての理念や

方針、求められる機能等、設計の前提となる基本的な考え方を検討・整理することを目的に「新庁舎歴

史資料展示室基本計画（案）」を作成しましたので、広く市民の皆様からのご意見をいただきたく、意見

公募します。 

 

 

１ 意見募集期間 

  令和６年３月１日（金）～ 令和６年４月１日（月） 

 

２ 意見提出できる人等 

 市内に在住、在勤、在学する人、事務所又は事業所を有する法人等、市税の納税義務者、及び本案件

に利害関係を有するもの 

 

３ 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法 

（１） 長岡京市ホームページ(httpｓ://www.city.nagaokakyo.lg.jp/)にて掲載 

【画面左側「みんなの意見・参加」→「意見公募(パブコメ)」内のリンク先からダウンロードできます。】 

（２） ホームページからの入手が困難な方 

① 直接入手を希望される方 

長岡京市立図書館３階文化財保存活用課事務室で配布します。 

なお、資料は市民情報コーナー、行政資料展示コーナー（総合交流センター、多世代交流ふ

れあいセンター、中央公民館、図書館）で概要版を配布しています。本編は閲覧することがで

きます。 

② 郵送での入手を希望される方 

封書にて資料希望の旨を記し、返信用封筒（２２０円切手を貼付、住所、氏名を記入）を同封

の上、以下の宛先に、お送りください。 

 

   〒６１７－０８２４ 

    長岡京市天神４丁目１番１号 長岡京市立図書館３階 

    長岡京市役所 教育委員会 文化財保存活用課 宛 

  

 

 

令和６年３月議会定例会 

文教厚生常任委員会 資料● 



４ 意見の提出方法 

意見記入用紙をご利用ください。（市ホームページからダウンロードできます。） 

また、任意様式で提出される場合は、下記の内容を記載してください。 

①市内在住・在勤・在学などの区別 

②名前 

③住所（在勤・在学などの場合は勤務先又は学校の住所） 

④電話番号、電子メールアドレス 

⑤該当箇所（どの部分についての意見なのか） 

⑥意見内容 

ご意見が複数ある場合は、同じ用紙に複数の意見を記入するのではなく、１枚の用紙につき１件の意

見を記入してください。 

なお、電話によるご意見の受付はいたしません。 

 

５ 提出先 

下記の方法から選択し、４月１日（必着）までに提出してください。 

（１） 郵送又は持参   下記へ郵送又はご持参ください。 

〒６１７－０８２４ 

    長岡京市天神４丁目１番１号 長岡京市立図書館３階 

    長岡京市役所 教育委員会 文化財保存活用課 宛 

※ 持参される場合は、平日午前８時３０分～午後５時の間にお願いします。 

（２） ファクシミリ   下記へ送信してください。 

ファクシミリ番号 ０７５－９５４－８５００ 

長岡京市役所 教育委員会 文化財保存活用課 宛 

（３） 電子メール    意見記入用紙、又は本文中にご意見を入力し、送信（意見記入用紙の場合はデ 

ータを添付）してください。 

電子メールアドレス：bunkazai@city.nagaokakyo.lg.jp 

※ 件名を「新庁舎歴史資料展示室基本計画（案）に関する意見について」としていただくと幸い

です。 

 

６ 留意事項 

いただいたご意見の内容は、個人が特定される情報を除き、公開することがありますので、あらか

じめご承知おきください。 

 また、お寄せいただいたご意見に対しては、とりまとめの上、市ホームページで報告いたします。なお、

個別に回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。 

 

 
連絡先 

長岡京市 教育委員会 文化財保存活用課 

電話：０７５－９５４－３５５７ FAX：０７５－９５４－８５００ 

E-mail：bunkazai@city.nagaokakyo.lg.jp 



新庁舎歴史資料展示室基本計画（案） 

計画策定の経緯 

▶長岡京市では、平成９年（1997）に「長岡京市史」全７冊を刊行以降、公共施設等の再編整備

のなかで新たな博物館施設の建設を模索してきました。平成 25 年（2013）には基本構想を

策定して検討を進めましたが、経済状況や社会構造、価値観の変化のなかで、その実現には至

っていませんでした。 

▶他方、市役所本庁舎の建て替え工事が検討される中で、導入機能のひとつとして「観光・歴史

展示コーナー」の設置が議論の俎上に載せられ、２期庁舎に歴史資料展示室、歴史資料整理室

（兼収蔵庫前室）及び歴史資料収蔵庫を整備します。 

 

計画の位置付け 

▶新庁舎歴史資料展示室基本計画は、（仮称）長岡京市ふるさと資料館の具現化の一つとして、

基本構想を発展的に継承します。 

▶令和４年（2022）に文化庁長官の認定を受けた地域計画では、「（仮称）長岡京市ふるさと資

料館の整備」を重点的に取り組むリーディングプロジェクトとして位置づけています。 

 

①コンセプト 

 過去と現在、未来をつなぐ、７つのものがたりを発信する 

 

②７つのものがたり 

 長岡京市文化財保存活用地域計画でまとめた長岡京市の歴史文化の７つの特徴 

 

 

 

③整備方針 

 令和８年（202６）１２月にオープンする、市役所本庁舎２階に展示室、７階に収蔵庫・資料整

理室（兼収蔵庫前室）・事務室を設ける。 

 

④展示方針 

 

 

 

 

 

 

概要版 



基本方針 

 蓄積された知見や情報、資料、人材、そして学びの場を提供することで、文化財・

歴史文化への理解を深めるとともに、児童・生徒を含む市民や来館者への自主的な

歴史学習・研究を支援し、促進します。 

 
文化財・歴史文化への関心を高め、これらを地域の財産として大切に守り、受け継

いでいく意識を醸成し、担い手を拡大させることで、次世代への継承を推進します。 

 
調査・研究やその成果に基づく博物館機能によって、新たな文化財の価値や歴史文

化の発見・創造に努め、来訪を動機づける工夫を凝らした、魅力ある展示・しかけ

づくりを行い、まちなか博物館ネットワークの中核施設として、市内各地への誘導・

周遊を喚起します。 

 市役所本庁舎内に複合的に設けられる利点を生かし、新庁舎歴史資料展示室が、長

岡京市の文化財・歴史文化にかかるハブ機能を担うことで、市役所本庁舎周辺・市

内各地におけるにぎわいの創出、交流人口の増加に寄与し、その循環を目指します。 

 

新庁舎歴史資料展示室の機能及び事業活動計画 

 新庁舎歴史資料展示室が基本構想でまとめた役割を担い、基本方針を実現していくために

は、博物館機能に加え、ビジターセンター機能を加える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設計画・構成 

▶新庁舎歴史資料展示室は、２期庁舎内に複合的に設けられることが計画されています。 

▶２階に 100 ㎡程度の歴史資料展示室、７階に９０㎡程度の歴史資料収蔵庫及び９５㎡程度の

歴史資料整理室（兼収蔵庫前室）、事務室が配置されています。 

▶新庁舎歴史資料展示室の機能を果たすため、下記のとおり各ゾーンを構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理ゾーン 
①調査・研究 

④教育・普及 

収蔵ゾーン ②収集・保存 

展示ゾーン 

③展示・情報発信 

④教育・普及 

⑤集客・交流 

⑥誘導・周遊 



展示計画 

長岡京市の文化財・歴史文化ハブとして 

 

【展示ゾーンイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理運営計画 

 「まちなか博物館ネットワークの中核施設」を具現化するための基本方針「つながるミュージ

アム」を実現するため、「博物館機能」及び「ビジターセンター機能」を効率的に運用することが

できる手法を採用し、誰もが利用しやすいよう、新庁舎歴史資料展示室の体制を構築します。 

 

整備スケジュール 

 

令和６年（2024）５月 新庁舎歴史資料展示室基本計画策定 

令和６年（2024）度 新庁舎歴史資料展示室基本・実施設計業務 

令和７・８年（２０２６）度 新庁舎歴史資料展示室 制作業務 

令和８年（2026）１２月 新庁舎歴史資料展示室 開館 

※施設の名称（または愛称）については、開館までに市民のみなさんや有識者の意見を踏まえ、 

検討・決定します。 

①ココカラふかめる 主体的な歴史学習・研究へ誘います。 

②ココカラたずねる ここを基点に市内各地へ足を運ぶ契機とし、周遊を動機づけ

ます。 

③ココカラめぐりあう 

 

誰もが利用しやすく楽しめる手法によって、地域の人たちとの

交流を喚起します。 

常設展示 体験型展示 
企画展示 
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主な行事・会議結果報告（1月 18日～2月 21日） 

 
【教育総務課】 

  ・1／19 令和５年度第３回京都府都市教育長協議会 

  ・2／19 乙訓教育委員会連合会 研修 

 

【学校教育課】 

・2／17～18 小中学校美術展 

 

【生涯学習課】 

・2／10 第 39 回人権問題研究市民集会 

 

【文化・スポーツ振興課】 

・1／28 プレンティグローバルリンクスＳ／Ｊリーグ京都大会応援 

・2／11 乙訓文化芸術祭「合唱フェア」 

 

【文化財保存活用課】 

・1／22  文化財防火運動立入検査（～29 日）  

・1／28   文化財防火運動に伴う署団合同特別消防訓練 

 

【中央公民館】 

・1／19 男女共同参画講座【ケアを通じた地域社会づくり～男性介護者から考える家族介護

の多様化とこれから～】 

・1／25 公サ連会員親睦会 

・2／17  少年少女発明クラブ【活動発表展・閉講式】 

 

【図書館】 

・1／19 ボランティアによる絵本の読み聞かせ 

・1／21 よもたのアート 

 

【教育支援センター】 

・2／6 不登校研究部門研究員第３回研究会 

 

【北開田児童館】 

・1／26 子育てサロン「遊びの広場」 

・2／4  長六まつり』に出演（和太鼓くらぶ、ダンス教室） 

・2／7  子育てサロン「たんぽぽにあつまれ～」 

・2／16 子育てサロン「遊びの広場」 

・2／21 子育てサロン「たんぽぽにあつまれ～」 

 

 

主な行事・会議予定（2月 22日～3月 27日） 

 
 ・2/23(金) 長岡京歴史講演会「古代乙訓寺の解明に向けた発掘調査」 産業文化会館 

       （共催：NPO 法人 長岡京市ふるさとガイドの会） 

  ・3/8(金)~3/10(日) 第 32 回長岡京展 バンビオ 

  ・3/15(金) 長岡京市立中学校卒業式 各中学校 

  ・3/19(火) 長岡京市立小学校卒業式 各小学校 

  ・3/22(金) 小中学校終了式 各小中学校 


